
「料金が今より安くなりますよ…」
電気通信サービスの勧誘に注意！

５月のし尿収集日 問い合わせ
役場下水道課☎201-4321

水巻町水巻町 芦屋町芦屋町 遠賀町遠賀町 岡垣町岡垣町 合 計合 計
火 災 11 00 00 11 22
救 急救 急 141141 6363 107107 185185 496496

日・曜 対象地域（番）
１ 金 猪熊４・６～９丁目　頃末北１・２丁目

７ 木 猪熊２・４～６・８・９丁目
頃末南１丁目（１～11）　立屋敷

８ 金

猪熊４・５・７・９丁目
頃末北３丁目（12）
頃末南１丁目（12 ～ 34）
頃末南３丁目（１～21）

11月

頃末北２丁目（１・５）
頃末北３丁目（１・３・５・16）
頃末南３丁目（22 ～ 32）
吉田東 1丁目・２丁目（１～６）

12火

頃末北２丁目（１・４・５）
頃末北３丁目（１・３・４・７）
吉田東２丁目（７～22）・３丁目
吉田東４丁目（１～11）

13水

頃末北２丁目（１・４・５）
頃末北３丁目（４・６～８・13）
吉田東４丁目（12）・５丁目
吉田西１丁目（１～３）

14木
古賀　頃末北　猪熊　梅ノ木団地
吉田西１丁目（４～６）
吉田西 2 丁目（１～10）

15金 古賀１・３丁目　朳

18月 朳

19火
吉田西 2 丁目（11～20）・3 丁目
古賀 3 丁目　頃末北３・４丁目
頃末南２丁目　中央　美吉野

20水 樋口東　樋口　猪熊 3 丁目（３）
吉田西４・５丁目　下二東

21木 猪熊５丁目（５・11）　二東

22金 猪熊５丁目（２・４・５）　樋口
吉田南　下二西

25月 猪熊１～３丁目　古賀２丁目
吉田団地（１・２・７・８）

26火 吉田団地（４・５・６）
二西１丁目（１～５）

27水 二西１丁目（６～８）・２・３丁目
二西４丁目（１～４）

28木 樋口（５）　猪熊７丁目（13）
二西４丁目（５～13）　伊左座
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日・曜 事業者（対象地域）
15 金 環整（１）
18 月 環整（２）
20 水 東管社（頃末北）
21 木 東管社（猪熊・頃末北）
28 木 東管社
29 金 環整（１）・（２）

３月の火災・救急件数

令和８年３月 31日現在町の人口

気を付けないといけない事例を紹介します

納期限 問い合わせ 
役場納税係・保険年金係☎ 201-4321

【相談事例】
　大手通信事業者の代理店を名乗る業者から電話があり、
現在利用中のＡ社の光回線の契約をＢ社に変更すれば、料
金が安くなると強く勧められ、その場で契約の変更を承諾
した。ところが、料金は以前より高くなった。後から考えると、
代理店名や連絡先は伝えられておらず不審である。

【アドバイス】
▷�インターネット回線やWi-Fi・電話などの電気通信サービ
スを行う電気通信事業者は、勧誘前に事業者名等を告げ
ることが義務づけられています。勧誘があった際にはまず、
社名や連絡先を確認しましょう。
▷�電気通信事業者やその代理店は、契約締結前にサービス
の概要について分かりやすく記載した書面を交付し、これ
に基づいて説明すること、契約後に契約書面を交付する
ことが義務づけられていますので必ず受領しましょう。
▷�電話勧誘の場合は、契約前に説明書面を送付し、消費
者への書面到達後に改めて内容を説明する必要がありま
す。消費者がその内容に納得して合意した場合に、契約
が成立します。
▷�すぐに契約せず、違約金も含めた全体的な費用負担など
詳しい内容を書面で確認し、慎重に検討してから契約し
ましょう。契約後に解約したいと思った場合は、すぐに
事業者に申し出ましょう。契約内容によっては電気通信
事業法の初期契約解除制度などの対象となります。
問○水巻町消費生活センター☎201-4321

ＷＥＢ広報みずまき 町ホームページでは、最新の「広報みずまき」のほかバックナンバーも楽しめます。https://www.town.mizumaki.lg.jp/

●３月の人の動き●３月の人の動き
▷ 出 生▷ 出 生� 12 人12 人
▷ 死 亡▷ 死 亡� 24 人24 人
▷ 転 入▷ 転 入� 172 人172 人
▷ 転 出▷ 転 出� 191191 人人町の面積町の面積     11.0111.01 ㎢㎢

● 人 口● 人 口　　27,353 人27,353 人
　　　　  （前年　－　　　　  （前年　－ 130 人）130 人）
▷ 男 性　▷ 男 性　12,913 人12,913 人
　　　　  （前年　－ 97　　　　  （前年　－ 97 人）人）
▷ 女 性　▷ 女 性　14,440 人14,440 人
　　　　  （前年　－　　　　  （前年　－ 33 人）33 人）
● 世 帯● 世 帯　　13,933 世帯13,933 世帯
　　　　  （前年　＋　　　　  （前年　＋ 57 世帯）57 世帯）

広報みずまき 2026.4.2511

　町税・保険料の令和８年度納付書が５月上旬から
随時発送されます。令和７年度分以前で未納がある
場合は、早めに担当係へ相談してください。


